
東京都板橋区自立支援医療（育成医療）事業実施要綱 
 
                            （平成１８年３月３１日区長決定） 
 
 
（目 的） 
第１条 この要綱は、東京都板橋区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施

行規則（平成１８年３月３１日東京都板橋区規則第３２号。以下「規則」という）に基づき、板橋

区（以下「区」という。）が実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第５８条の規定による自立支援医療費（育成医

療）の支給を行う事業の事務手続を定め、もって医療費支給等の円滑な実施を図ることを目的とす

る。 
 
（対 象） 
第２条 自立支援医療（育成医療）（以下「育成医療」という。）の対象となる児童は、親権者又は未

成年後見人（以下「保護者」という。）が区に住所を有する１８歳未満の児童で、身体障害者福祉法

（昭和２４年法律第２８３号）第４条の規定による別表に掲げる程度の身体上の障がいを有する者

又は現存する疾患が当該障がい又は疾患にかかる医療を行わないときは、将来において同表に掲げ

る障がいと同程度の障がいを残すと認められる者であって、確実な治療効果が期待できるものとす

る。育成医療の対象となる障がいは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律施行規則(平成１８年厚生労働省令第１９号。)第６条の１７に基づき次のとおりとする。 
（１）視覚障がい 
（２）聴覚、平衡機能障がい 
（３）音声、言語、そしゃく機能障がい 
（４）肢体不自由 
（５）心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓機能障がい 
（６）先天性の内臓機能障がい（第５号に掲げるものを除く。） 
（７）ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 
２ 内臓機能障がいによるものについては、手術により将来生活能力を維持できる状態のものに限る

こととし、いわゆる内科的治療のみのものは除く。 
なお、腎臓機能障がいに対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障がいに対す

る中心静脈栄養法、心臓機能障がいに対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障がいに対する

肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象となる。 
３ 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、次のとおりとする。 
  なお、第５号のうちの看護、第６号及び第２号のうちの治療用補装具等を除き現物給付であり、

療養費払いは行わない。 
（１）診察 
（２）薬剤又は治療材料（治療用補装具を含む。）の支給 
（３）医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 
（４）居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護 
（５）病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 
（６）移送 
 
（所得区分） 



第３条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成１８年政令第１

０号。以下「令」という。）第３５条第１項の規定により、自己負担について受診者の属する「世帯」

の収入や受給者の収入に応じ区分（以下「所得区分」という。）を設け、所得区分ごとに月当たりの

上限額（以下「負担上限月額」という。）を設けることとし、所得区分及びそれぞれの負担上限月額

は次のとおりとする。 
（１）生活保護    負担上限月額      ０円 
（２）低所得１    負担上限月額  ２,５００円 
（３）低所得２    負担上限月額  ５,０００円 
（４）中間所得層１  負担上限月額  ５,０００円 
（５）中間所得層２  負担上限月額 １０,０００円 
（６）一定所得以上  自立支援医療の給付対象外 
２ 前項の所得区分のうち、受診者が令第３５条第１項第１号に規定する高額治療継続者（以下「重

度かつ継続」という。）に該当する場合には、次のとおり別途所得区分を設け、それぞれの負担上限

月額を設ける。 
（１）中間所得層１  負担上限月額  ５,０００円 
（２）中間所得層２  負担上限月額 １０,０００円 
（３）一定所得以上  負担上限月額 ２０,０００円 
３ 第１項第１号の生活保護の対象は、受診者の属する世帯が生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）による生活保護受給世帯（以下「生活保護世帯」という。）又は中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）による支援給付受給世帯（以下「支援給付世帯」という。）である場合であるものとする。 
４ 第１項第４号及び第５号については、自立支援医療のうち育成医療のみに設けられる上限額とし、

第２項第３号については、自立支援医療全般に適用される上限額とし、それぞれ令和６年３月３１

日までの経過措置とする。 
 
（所得区分の認定） 
第４条 自立支援医療費の支給に際し用いる所得区分の判定単位となる「世帯」については、医療保

険の加入単位（受診者と同じ医療保険に加入する者をいう。）をもって、生計を一にする「世帯」と

して取り扱うこととする。 
２ 家族の実際の居住形態及び税制面での取扱いにかかわらず、医療保険の加入関係が異なる場合に

は別の「世帯」として取り扱う。 
３ 「世帯」の所得区分は、受診者の属する「世帯」のうち、各医療保険単位で保険料の算定対象と

なっている者（健康保険等被用者保険の場合は被保険者本人、国民健康保険の場合は世帯全員をい

う。）に係る特別区民税又は市町村民税の課税状況等を示す公的機関発行の適宜の資料に基づき認定

するものとする。 
また、各医療保険制度における自己負担の減額証等に基づいて特別区民税又は市町村民税が非課

税であることを認定しても差し支えない。 
  なお、所得区分低所得１又は低所得２を判断する場合には、保護者の障害年金等、特別児童扶養

手当等の受給状況を示す公的機関発行の適宜の資料に基づき認定するものとする。 
４ 所得区分の認定に係る特別区民税又は市町村民税の「所得割」の額を算定する場合には、次によ

ることとする。 
（１） 地方税法等の一部を改正する法律（平成２２年法律第４号）第１条の規定による改正前の地方 

税法第２９２条第１項第８号に規定する扶養親族（１６歳未満の者に限る。（以下「扶養親族」と 
いう。））及び同法第３１４条の２第１項第１１号に規定する特定扶養親族（１９歳未満の者に限 
る。（以下「特定扶養親族」という。））があるときは、同号に規定する額（扶養親族に係るもの及 



び特定扶養親族に係るもの（扶養親族に係る額に相当するものを除く）に限る。）に同法第３１４ 
条の３第１項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。 

（２） 地方税法第３１８条に規定する賦課期日において指定都市（地方自治法（昭和２２年法律第６ 
７号）第２５２条の１９第１項の指定都市をいう。以下同じ。）の区域内に住所を有する者である 
ときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額 
を算定するものとする。 
 

（支給認定の申請） 
第５条 支給認定の申請は、規則第１７条に定めるところにより、自立支援医療費（育成医療）支給

認定申請書（規則別記第１５号の２様式、以下「申請書」という。）に、次に掲げる書類を添付して

行うものとする。 
  ただし、第２項に掲げる書類は、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がいを有する場合に

限る。 
  なお、第１号及び第２号に掲げる書類は、支給認定に当たっての基礎資料となるものであり、法

第５４条第２項に規定する指定自立医療機関（以下「医療機関」という。）の医師が作成したもので

ある必要がある。 
（１）自立支援医療（育成医療）意見書（規則別記第１５号の３様式、以下「意見書」という。） 
（２）ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がい意見書（規則第１５号の４様式） 
（３）自立支援医療（育成医療）世帯調書（規則別記第１５号の５様式） 
（４）受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載されている被保険者証・被扶養者

証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの（以下「被保険者証等」という。） 
（５）受診者の属する「世帯」の所得の状況等が確認できる資料（特別区民税又は市町村民税の課税

状況が確認できる資料、生活保護受給世帯の証明書、支援給付世帯の証明書、特別区民税又は市

町村民税非課税世帯については保護者に係る収入の状況が確認できる資料） 
（６）特定疾病療養受領証の写し（腎臓機能障がいに対する人工透析療法の場合） 
２ 板橋区長（以下「区長」という。）は、前項の申請があった場合において、法第５４条第１項の規

定により支給認定を行ったときは自立支援医療（育成医療）受給者証（規則別記第１７号の２様式）

を交付し、支給認定を行わなかったときは自立支援医療（育成医療）支給認定却下決定通知書（規

則別記第１６号の２様式）により通知するものとする。 
３ 法第５６条第１項の規定による支給認定の変更の申請は、自立支援医療（育成医療）支給認定変

更申請書（規則別記第１５号の６様式）により行うものとする。 
４ 令第３２条第１項の規定による申請内容の変更の届出は、自立支援医療（育成医療）受給者証等

記載事項変更届（規則別記第１８号の２様式）により行うものとする。 
５ 令第３３条第１項の規定による医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療（育成医療)受給者
証再交付申請書（規則別記第１９号の２様式）により行うものとする。 

６ 区長は、法第５７条第１項の規定による育成医療の支給認定の取消しを行ったときは、自立支援

医療（育成医療）支給認定取消決定通知書（規則別記第２０号の２様式）により、支給認定障がい

者等に通知するものとする。 
 
（支給認定） 
第６条 区長は、規則第１７条第１項に定める手続きによる申請を受理した場合は、受診者について

育成医療の要否等に関し、育成医療の対象となる障がいの種類、具体的な治療方針、入院、通院回

数等の医療の具体的な見通し及び育成医療によって除去軽減される障がいの程度について具体的に

認定を行う。 
２ 区長は、当該申請について、育成医療を必要とすると認める場合は、「世帯」の所得状況及び重度



かつ継続に該当するか否かを確認し、第３条に定める負担上限月額の認定を行った上で、規則の定

めるところにより、受給者証を申請者に交付する。 
３ 区長は、負担上限額が設定された者について、自立支援医療（育成医療）自己負担上限額管理票

（別記第１号様式。以下「管理票」という。）を交付する。 
４ 自立支援医療費の支給の範囲は、受給者証に記載されている医療に限る。 
５ 支給認定の有効期間は、最長１年以内とする。 
６ 同一受診者に対し、当該受診者が育成医療を受ける指定自立支援医療機関の指定は、原則１ヵ所

とする。 
ただし、医療に重複がなく、やむを得ない事情がある場合に限り、例外的に複数指定することを

妨げない。 
７ 受診者が、支給認定の有効期間内に１８歳になった場合であっても、当初の支給認定期間中は育

成医療の支給認定の取消しは行わないものとする。 
なお、当初の有効期間を超えて育成医療の再認定を行うことはできないものとする。 

 
（支給の内容） 
第７条 第２条に規定する自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の取扱いについては、次のと

おりとする。 
（１）自立支援医療費の支給は、受給者証及び管理票を医療機関に提示して受けた育成医療に係る費

用について、区が当該指定医療機関に支払うことにより行うことを原則とする。 
（２）治療材料費は、治療経過中に必要と認められた医療保険適用のものであり、最少限度の治療材

料及び治療用装具のみを支給し、この場合は現物給付をすることができる。 
なお、運動療法に要する器具については、支給しない。 

（３）移送費については、医療保険により給付を受けることができない者の移送に限り対象とし、事

前に看護・移送承認申請書（別記第２号様式）により、区長に申請する。本人が歩行困難等の事

由により必要と認められる場合には、看護・移送承認書（別記第３号様式）を交付しその経費を

支給する。 
ただし、家族が行った移送等の経費については支給を認めない。 

（４）治療材料費等については、医療機関の医師の証明書等を添えて、受給者が区長に申請する。 
   なお、治療用補装具の支給申請については、第８条で定める。 
２ 支給認定の有効期間中において、育成医療の対象疾病に直接起因する疾病を併発した場合は、そ

の併発病の治療について、自立支援医療費の支給の対象とすることができる。 
 
（治療用補装具の支給） 
第８条 育成医療の支給を受けている児童のうち、治療用補装具の装着を承認されている者が、医療

機関において受給者証の有効期間内に補装具の着装を行った場合、受給者は負担上限月額の範囲内

でその費用の１割を負担し、費用総額からこの自己負担額及び医療保険各法が負担した額を減じた

額を、次に掲げる書類を添付して区長に請求することができる。 
なお、受給者が補装具の費用の請求及び受領を補装具作成業者に委任する場合は、委任を受けた

業者が、次に掲げる書類に委任状（別記第４号様式）を添付して区長に請求することができるもの

とする。 
（１）請求書（別記第５号様式、業者代理請求の場合は別記第６号様式） 
（２）支払金口座振替依頼書 
（３）着装証明書（別記第７号様式） 
（４）補装具購入の領収書又はその写し（業者代理請求の場合は見積書） 
（５）医療保険における給付決定通知書 



（６）自立支援医療（育成医療）自己負担上限額管理票（別記第１号様式）の写し 
 
（上限額管理の取り扱い） 
第９条 管理票の交付を受けた受給者は、医療機関で育成医療を受ける際に受給者証とともに管理票

を医療機関に提示する。 
２ 管理票を提示された医療機関は、受給者から自己負担額を徴収した際に、徴収した額及び当月中

にその受給者が育成医療について自己負担した額の合計を管理票に記載する。自己負担の合計額が

当該月の負担上限月額に達した場合は、管理票の所定欄にその旨を記載する。 
３ 受給者から、当該月の負担上限月額に達した旨の記載のある管理票の提出を受けた医療機関は、

当該月において自己負担を徴収しないものとする。 
４ 入院時の食事療養費標準負担額は患者自己負担となるが、これについては、負担上限月額を計算

する自己負担額には含まれない。 
 
 
 
   付 則 
 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 
 

付 則 
 この要綱は、平成２１年６月１５日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。 
 

付 則 
 この要綱は、平成２２年３月１５日から施行し、平成２２年４月１日から適用する。 
 

付 則 
 この要綱は、平成２４年３月１３日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 
 

付 則 
 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 
 

付 則  
 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
 

付 則  
 この要綱は、区長決定の日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 
 

付 則  
 この要綱は、区長決定の日から施行し、平成３０年 7月１日から適用する。 
 
   付 則 
 １ この要綱の一部改正は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の東京都板橋区自立支援(育成医療)事業実施
要綱に基づいて作成された様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、これを取
り繕って使用することができる。 



付 則  
 この要綱は、区長決定の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 
 

 



 

 



 



 



 



第４号様式 
 

委   任   状 
 
 

私は、               を代理人と定め、下記の権限を委任いたします。 
 
 

記 
 
 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５８条による自立支援

医療の補装具の費用の請求並びに受領に関する一切の権限 
 
 
 

  年  月  日 
 
 
 

委任者（扶養義務者）住所 
 

氏名               
 
 

被委任者（代理人） 住所 
 

氏名               
 
 
 
(あて先) 

 
東京都板橋区長 

 
 



 



 



 


